
○
総
務
省
令
第
五
十
八
号

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
及
び
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八

年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
規
定
に
よ
る
早
期
退
職
希
望
者
の
募
集
及
び
認
定

の
制
度
に
係
る
書
面
の
様
式
等
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
規
定
に
よ
る
早
期
退
職
希
望
者
の
募
集
及
び
認
定
の
制
度
に
係
る
書
面
の
様
式
等
を
定
め

る
省
令

（
応
募
及
び
応
募
の
取
下
げ
の
様
式
）

第
一
条

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
応
募
（
以
下
「
応
募
」

と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第
一
の
申
請
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
応
募
の
取
下
げ
は
、
別
記
様
式
第
二
の
申
請
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
を
し
、
又
は
し
な
い
旨
の
決
定
の
通
知
の
様
式
）



第
二
条

法
第
八
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
通
知
書
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

一

法
第
八
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
と
き

別
記
様

式
第
三

二

認
定
を
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き

別
記
様
式
第
四

（
退
職
す
べ
き
期
日
の
通
知
の
様
式
）

第
三
条

法
第
八
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
以
下
「
第
七
項
通
知
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
第
五
の
通
知
書

に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
一
号
に
定
め
る
通
知
書
に
よ
り
第
七
項
通
知
を
併
せ
て
行
っ
た
場
合
は
、
別
記
様

式
第
五
の
通
知
書
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
総
務
大
臣
に
対
す
る
送
付
及
び
報
告
）

第
四
条

法
第
八
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
送
付
及
び
報
告
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
関
（
当
該
機
関
が
所
管
す
る
特

定
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政

法
人
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）
ご
と
に
、
毎
年
四
月
中
に
、
前
年
度
に
認
定
を
受
け
た
応
募
を
し
た
職
員
の
数
及
び
当
該
認



定
に
係
る
全
て
の
募
集
実
施
要
項
（
法
第
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
募
集
実
施
要
項
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
同
条

第
五
項
に
規
定
す
る
必
要
な
方
法
を
周
知
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
方
法
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
、
別
記
様
式
第
六
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

衆
議
院
事
務
局
（
衆
議
院
法
制
局
及
び
裁
判
官
訴
追
委
員
会
事
務
局
を
含
む
。
）

二

参
議
院
事
務
局
（
参
議
院
法
制
局
及
び
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
事
務
局
を
含
む
。
）

三

国
立
国
会
図
書
館

四

会
計
検
査
院

五

人
事
院

六

内
閣
官
房
（
内
閣
法
制
局
を
含
む
。
）

七

内
閣
府
本
府

八

宮
内
庁

九

公
正
取
引
委
員
会

十

国
家
公
安
委
員
会



十
一

金
融
庁

十
二

消
費
者
庁

十
三

総
務
省

十
四

法
務
省

十
五

外
務
省

十
六

財
務
省

十
七

文
部
科
学
省

十
八

厚
生
労
働
省

十
九

農
林
水
産
省

二
十

経
済
産
業
省

二
十
一

国
土
交
通
省

二
十
二

環
境
省

二
十
三

防
衛
省



二
十
四

最
高
裁
判
所

（
募
集
実
施
要
項
の
記
載
事
項
）

第
五
条

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
九
条
の
五
第
一
項
第
七
号
の
総
務
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
八
条
の
二
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
が
応
募
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
旨

二

法
第
八
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
し
な
い
旨
の
決
定
を
す
る
場
合
が
あ
る
旨

三

認
定
を
行
っ
た
後
遅
滞
な
く
、
退
職
す
べ
き
期
間
の
い
ず
れ
か
の
日
か
ら
退
職
す
べ
き
期
日
を
定
め
、
第
七
項
通
知
を

行
う
こ
と
と
な
る
旨
（
募
集
実
施
要
項
に
退
職
す
べ
き
期
間
を
記
載
し
た
場
合
に
限
る
。
）

四

施
行
令
第
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
募
集
の
期
間
を
延
長
す
る
場
合
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

五

施
行
令
第
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
期
日
を
繰
り
上
げ
、
又
は
繰
り
下
げ
る
場
合
が
あ
る
と
き
は

、
そ
の
旨

（
退
職
す
べ
き
期
日
の
繰
上
げ
又
は
繰
下
げ
に
係
る
同
意
の
様
式
）

第
六
条

施
行
令
第
九
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
同
意
書
に



よ
る
も
の
と
す
る
。

一

退
職
す
べ
き
期
日
を
繰
り
上
げ
る
と
き

別
記
様
式
第
七

二

退
職
す
べ
き
期
日
を
繰
り
下
げ
る
と
き

別
記
様
式
第
八

（
新
た
に
定
め
た
退
職
す
べ
き
期
日
の
通
知
の
様
式
）

第
七
条

施
行
令
第
九
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
新
た
に
定
め
た
退
職
す
べ
き
期
日
の
通
知
は
、
別
記
様
式
第
九
の
通
知

書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

復
興
庁
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
十
二

消
費
者
庁
」
と
あ

「
十
二

消
費
者
庁

る
の
は
、

と
す
る
。

十
二
の
二

復
興
庁
」



別記様式第一（第１条関係） 

早期退職希望者の募集に係る応募申請書 

 
（各省各庁の長等）              応募年月日      年  月  日 
             殿        応募申請者              

 
私は、国家公務員退職手当法第８条の２第３項の規定により、この度の早期退職希望者

の募集に応募をします。 
 
１ 応募をする早期退職希望者の募集について 

募集の期間 年  月  日から    年  月  日まで 

退職すべき 
期日又は期間 

 

備 考  

（注）「募集の期間」及び「退職すべき期日又は期間」は、「募集実施要項」に記載されて

いる期日・期間を記入すること。 
 
２ 応募申請者について 

ふりがな 

氏  名 
 

所  属  

職  名  

級号俸 俸給表[     ]        級    号俸 

生年月日   年  月  日 年  齢    歳 

（注）    年  月  日現在で記入すること。 
 
 
※各省各庁の長等記入欄 

受理年月日     年  月  日 受理番号  

 



別記様式第二（第１条関係） 

早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書 

 
（各省各庁の長等）              取下げ年月日     年  月  日 

             殿       取下げ申請者             
 
私は、国家公務員退職手当法第８条の２第３項の規定により、早期退職希望者の募集に

係る応募申請を取り下げます。 
 
１ 取下げ申請をする早期退職希望者の募集について 

募集期間 年  月  日から    年  月  日まで 
退職すべき 
期日又は期間 

 

２ 取下げ申請者について 

ふりがな 
氏  名 

 所  属  

職  名  

３ 認定について 
認定通知書に記載された 

認定年月日 
年  月  日 

退職すべき期日又は期間  

（注）「３ 認定について」欄は、取下げ時点において認定を受けている場合に記入するこ

と。また、このうち「退職すべき期日又は期間」欄には、取下げ時点において退職す

べき期日が既に通知されている場合はその期日を、それ以外の場合は退職すべき期間

を記入すること。 
 
 
※各省各庁の長等記入欄 

受理年月日     年  月  日 

応募申請書 
の受理番号 

  

 
 



別記様式第三（第２条関係） 

認定通知書 

 
認定年月日     年  月  日 

 
             殿              

（各省各庁の長等）           
 

            印  
 
 
 

貴殿から    年  月  日付けで申請のあった早期退職希望者の募集に係る応募

については、国家公務員退職手当法第８条の２第５項及び第６項の規定により、認定の決

定をしましたので、通知します。 
 
１ 退職すべき期日又は期間 

 

２ 備考 

 

（注）「１ 退職すべき期日又は期間」欄は、募集実施要項に退職すべき期日を記載した場

合にあっては当該期日を、退職すべき期間を記載した場合にあっては当該期間内の期

間又は期日を記入すること。 
 



別記様式第四（第２条関係） 

不認定通知書 

 
     年  月  日 

 
             殿              

（各省各庁の長等）           
 

            印  
 
 
 
貴殿から    年  月  日付けで申請のあった早期退職希望者の募集に係る応募

については、国家公務員退職手当法第８条の２第５項及び第６項の規定により、認定をし

ない旨の決定をしましたので、通知します。 
 

不認定の理由 
 

 



別記様式第五（第３条関係） 

退職すべき期日の決定通知書 

 
     年  月  日 

 
             殿              

（各省各庁の長等）           
                  

            印  
 
 
 
貴殿の退職すべき期日については、    年  月  日と決定しましたので、国家

公務員退職手当法第８条の２第７項の規定により、通知します。 
 
 



別記様式第六（第４条関係） 

募集及び認定実施報告書 

 
年  月  日 

総務大臣 
          殿 

（各省各庁の長等）         
 

            印  
 
 
 

国家公務員退職手当法第８条の２第９項の規定により、    年度に所管組織内（所

管する特定独立行政法人を含む。）において実施された早期退職希望者の募集及び認定につ

いて、認定を受けた応募者の数を報告するとともに、その認定に係る全ての募集実施要項

（同条第５項に規定する必要な方法を周知した場合にあっては、当該方法を含む。以下同

じ。）を送付します。 
 
１．認定を受けた応募者の数 
 
 
 
２．募集実施要項 
 

 
実際の募集の期間 退職すべき期日又は期間 

必要な方法 
の有無  

別添１    

別添２    

別添３    

・ 
・ 
・ 

   

（注１）別添番号を付記の上、募集実施要項を添付すること。 
（注２）募集の期間が終了していない募集にあっては、終了予定日を記入すること。 



別記様式第七（第６条関係） 

退職すべき期日の繰上げ同意書 

 
（各省各庁の長等）                         年  月  日 

 
             殿                           

 
 
私は、国家公務員退職手当法施行令第９条の８第１項の規定により、下記の退職すべき

期日を繰り上げることに同意します。 
 
既に通知した 
退職すべき期日 

年  月  日 

認定年月日 年  月  日 

（注）「認定年月日」は、認定通知書（別記様式第三）に記載されている認定年月日を記

入すること。 
 



別記様式第八（第６条関係） 

退職すべき期日の繰下げ同意書 

 
（各省各庁の長等）                         年  月  日 

 
             殿                           

 
 
私は、国家公務員退職手当法施行令第９条の８第１項の規定により、下記の退職すべき

期日を繰り下げることに同意します。 
 
既に通知した 
退職すべき期日 

年  月  日 

認定年月日 年  月  日 

（注）「認定年月日」は、認定通知書（別記様式第三）に記載されている認定年月日を記

入すること。 
 



別記様式第九（第７条関係） 

退職すべき期日の変更通知書 

 
     年  月  日 

 
             殿              

（各省各庁の長等）           
                  

            印 
 
 
 
貴殿の退職すべき期日は、国家公務員退職手当法施行令第９条の８第２項の規定により、

以下のとおり変更することとしましたので、通知します。 
 

退職すべき期日 
変更前 年  月  日 

変更後 年  月  日 

変更同意日 年  月  日 

（注）「変更同意日」は、提出された退職すべき期日の繰上げ同意書（別記様式第七）又は

退職すべき期日の繰下げ同意書（別記様式第八）に記載されている年月日を記入する

こと。 
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